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2002年７月１日､ 国際刑事裁判所を設立する

規程 (｢国際刑事裁判所に関するローマ規程｣) が

所要の60か国を越える国の批准を受けて発効し､

オランダのハーグに同裁判所を設立するための

準備が開始された｡ この規程は1994年､ 国連国

際法委員会 (International Law Commission)

が提出した草案に基づき､ 国連総会の下に設け

られたアドホック委員会および準備委員会で検

討された後､ 1998年､ ローマにおける国連主催

の外交会議 (以下､ ｢外交会議｣) において採択

されたものである｡ 国際刑事裁判所 (Interna-

tional Criminal Court) の設置は､ 特定の重大

な国際犯罪を犯した個人を国際法によって直接､

訴追､ 処罰する常設の国際刑事裁判所をはじめ

て設けるという点において､ 国際法の発展上､

画期的な意義を持つものである｡ 本稿はまず､

国際刑事裁判所設立に至るまでの､ 国際犯罪を

犯した個人を処罰する国際法廷ないし国際裁判

所設立の動きを述べ､ 次に､ 国際刑事裁判所規

程の概要について説明する｡ その上で､ 同裁判

所設立の意義および今後の問題点について解説

することとする｡

Ⅰ 国際刑事裁判所設立の経緯

主として主権国家間の関係を規律する国際法

において､ 国際犯罪を犯した個人を国際法に基

づいて裁くという考え方は決して主流であった

わけではない｡ 国際法による数少ない個人処罰
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の例としては､ 海賊行為が､ 古くから ｢人類一

般の敵｣ とされ､ 慣習法上､ 国際法に対する犯

罪としていかなる国も実行者個人を処罰しうる

とされていた｡ また､ 奴隷売買､ 麻薬取引､ 戦

争法規違反､ 国際テロ犯罪等は､ 条約上の国際

犯罪として(１)､ 個人が国内裁判所で訴追･処罰

の対象となった｡ これらの国際犯罪は､ 国際法

の委託をうけて､ 或いは条約上の義務として､

国内裁判所で裁かれるのである｡

本国際刑事裁判所の如く､ 国際法廷において

個人の国際犯罪を裁く構想が最初に提起された

のは､ 第１次世界大戦後のヴェルサイユ平和条

約においてである｡ 第１次世界大戦を開始した

国家元首の罪を追及するため､ 同条約227条は､

ドイツのウィルヘルム２世を ｢国際道徳と条約

の神聖を傷つけた最高の犯罪｣ のかどで５戦勝

国の裁判官からなる特別裁判所 (国際裁判所)

で審理することを定めた｡ しかしながら､ 亡命

先のオランダがウィルヘルム２世の引渡しを拒

んだため､ この条項は実施されることはなかっ

た｡ 上記の ｢国際道徳と条約に対する犯罪｣ は

極めて曖昧な概念であるが､ 一応､ 不正な戦争

を開始･遂行した責任と解せられ､ 後の侵略の

罪又は平和に対する罪に通じる概念と言えよう｡

ドイツ皇帝訴追の試みにみられる戦争指導者の

個人責任追及の傾向は､ 国際連盟規約に始まる

戦争違法化､ すなわち違法な戦争を行う国家の

責任追及の動きと軌を一にするものである｡

その後､ 第２次世界大戦までの戦間期におい

ては､ 国際犯罪を裁くための常設的な国際裁判

所を設けるための提案がいくつか行われた｡ ま

ず､ 国際連盟法律家諮問委員会は1920年､ 連盟

の常設国際司法裁判所 (PCIJ) とは別に､ ｢高

等司法裁判所｣ の設立を提案した｡ 次いで､

国際法協会と国際刑法協会の両学会は､ それぞ

れ1926年および1928年に､ PCIJの内部機構と

して刑事特別裁判部を設置する案を提案してい

る｡ (いずれの提案においても､ 管轄対象犯罪は､

国際法違反又は国際刑事責任といった漠然とした規

定ぶりである｡) さらに1937年､ 国際連盟の下で､

｢テロリズムの防止及び処罰に関する条約｣ と

｢国際刑事裁判所の創設に関する条約｣ が採択

され､ 専ら国際テロ犯罪を裁くことを任務とす

る国際刑事裁判所の設立が企図されたが､ これ

ら条約は発効にはいたらなかった｡

ヴェルサイユ条約227条に示された戦争責任

者処罰の概念は､ 第２次世界大戦後のニュルン

ベルグおよび東京の国際軍事裁判所によって実

現される｡ ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例

６条は､ ｢通例の戦争犯罪｣ のほか ｢平和に対

する罪｣ および ｢人道に対する罪｣ を対象犯罪

とし､ ｢平和に対する罪｣ を侵略戦争又は条約

等に違反する戦争の準備､ 遂行と定義するとと

もに､ 同７条は､ これらの罪に関連して､ 国家

機関の地位にある者の個人責任を明確にした｡

両国際軍事裁判については､ 戦勝国の任命した

裁判官による､ 事後的に定められた原則に基づ

いた裁判という批判はあるが､ はじめて平和に

対する罪および人道に対する罪を概念規定し､

これらの罪に責任のある個人を国際裁判所にお

いて処罰した点において画期的である｡ ただし､

両裁判所は特定の戦争犯罪について､ アドホッ

クに設置されたものであり､ 時間的､ 人的､ 場

所的に限定された管轄権を持つことは留意され

なければならない｡ ニュルンベルグ条例によっ

て認められた国際法の諸原則 (国家元首の免責

不可､ 上官命令抗弁の不可､ 平和の罪等の可罰性等)

は､ 国連総会の決議に基づき1950年､ 国連国際

法委員会が ｢ニュルンベルグ諸原則｣ として公

式に採択した(２)｡

他方､ 常設の国際刑事裁判所構想は､ 1948年

に採択されたジェノサイド条約 (｢集団殺害罪の

防止及び処罰に関する条約｣) の６条で規定され

ており (領域国の裁判所とともにジェノサイド罪

の管轄裁判所とされる)､ 国連総会で検討された

が､ 国家主権の侵害を恐れる諸国の反対により

1954年､ 棚上げされ､ その後の長い冷戦期間中､

凍結されることとなる｡ 1989年､ 国連総会にお

いて､ カリブ･ラテンアメリカ16か国が麻薬取

引を含む国際犯罪を審理する国際刑事裁判所の
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設立を提案したのをうけて､ 同年および1992年､

右提案の検討が国際法委員会に付託された｡ ちょ

うどその頃発生した旧ユーゴスラビアおよびル

ワンダでの非人道的行為に関連して､ 国連安全

保障理事会 (以下､ ｢安保理｣ とする) は1993年

と1994年､ それぞれにつき､ アドホックの国際

刑事裁判所を設置した｡(３) 東西冷戦の終結に

伴う国際的融和および上記諸国における非人道

的行為の責任者処罰への強い国際世論の高まり

を背景に､ 常設の国際刑事裁判所設立に向けて

の動きは加速されることになる｡ 付託を受けた

国際法委員会は1994年､ 国際刑事裁判所規程草

案を国連総会に提出し､ 同草案は総会のアドホッ

ク委員会及び準備委員会で検討された｡

1998年､ ローマで国連主催の外交会議が開催

され､ 160か国の代表が参加し､ 33の国際機関､

236の非政府機関 (NGO) がオブザーバー参加

した｡ 会議においては､ 準備委員会が提出した

草案に基づいて審議が行われ､ 同年７月17日､

国際刑事裁判所規程が賛成120､ 反対７､ 棄権

21の表決により採択された｡ 直ちに､ 各国によ

る署名､ 批准の手続きが開始され､ 2002年６月

までに､ 規程上の発効要件である60か国以上の

批准が完了した結果､ 2002年７月１日､ 同規程

は発効した｡

Ⅱ 国際刑事裁判所規程の概要

国際刑事裁判所規程 (以下､ ｢規程｣ とする)

は前文と128の条文から成り､ 裁判所の組織､

対象犯罪､ 罰則､ 刑法総則､ 裁判所の管轄権､

捜査･公判･上訴･司法協力等の刑事手続規定等

により構成される｡ 本章では､ 規程の主要内容

として､ 対象犯罪､ 裁判所の管轄権および刑事

手続について､ 解説する｡

１ 国際刑事裁判所の対象犯罪

国際刑事裁判所 (以下､ ｢裁判所｣ とする) は､

国際社会が関心をもつ最も重大な国際犯罪を対

象とし､ 比較的軽微な国際犯罪は扱わない｡ 規

程はそのような犯罪として､ 集団殺害罪 (ジェ

ノサイド罪)､ 戦争犯罪､ 人道に対する罪の三

つをあげている｡ その他に､ 規程５条は侵略の

罪に言及しているが､ この点については外交会

議で合意が得られず､ 今後の締約国会合での作

業を通じて､ 侵略の定義および管轄権行使の条

件が定められ､ 規程に所要の改正がなされては

じめて対象犯罪となることとされた｡ また､ 上

記三類型の犯罪であればすべて裁判所の対象犯

罪となるわけではなく､ ｢最も重大な｣ ものに

限られる｡ (規程１条および17条�) その重大性

の基準は､ ジェノサイド罪については､ ジェノ

サイド条約から準用した定義から判断されるが､

人道に対する罪については､ ｢広範な又は組織

的な攻撃の一部として行われたとき｣､ 戦争犯

罪については､ ｢犯罪の計画又は政策の一部と

して､ 又は大規模に行われた犯罪の一部として

行われたとき｣ 最も重大な犯罪として裁判所の

対象犯罪となるとされる｡

なお､ 国際犯罪の中には､ 多国間条約によっ

て国際犯罪と定められ､ 締約国の国内裁判所で

処罰することが義務づけれられるものがあるが､

国際刑事裁判所はかかる ｢条約犯罪｣ は対象と

しないこととなった｡ 外交会議においては､ そ

のような犯罪である国際テロ犯罪､ 麻薬犯罪等

も含めるべきとの強い意見があったが､ 結局､

発効の７年後に開かれる再検討会議での検討課

題とされた｡

規程５条に掲げられた四つの重要犯罪 (コア

クライム) 等の概要は次のとおりである｡

� 集団殺害罪

集団殺害罪 (ジェノサイド罪) は､ 1948年に

採択された ｢集団殺害罪の防止および処罰に関

する条約｣ によって国際法上の犯罪とされ､ こ

れを管轄する裁判所として､ 犯罪行為が行われ

た領域国の国内裁判所又は将来設立される国際

刑事裁判所が予定されている｡ (同条約の当事国

数130か国､ 日本は未加入) したがって､ 外交会

議において､ ジェノサイド罪を国際刑事裁判所
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の対象犯罪とすることについては異論はなく､

ジェノサイドの定義も同条約２条の定義がその

まま引用された｡ すなわち､ ジェノサイドとは､

｢国民的､ 民族的､ 人種的又は宗教的集団の全

部又は一部を集団それ自体として破壊する意図

をもって行われる｣ 行為であり､ 具体的には､

集団構成員の殺害､ 集団構成員に対する重大な

肉体的又は精神的危害､ 身体的破壊をもたらす

よう意図された生活条件を故意に課すこと､ 集

団内の出生を妨げる措置､ 集団の子供の強制的

移送などである｡ なお､ 外交会議では､ 集団の

種類として､ 上記に掲げられるものの他に､ 社

会的､ 政治的集団を追加する意見が出されたが､

これは採用されなかった｡

� 人道に対する罪

人道に対する罪の概念は､ 第２次世界大戦後､

連合国が戦時中のナチスのユダヤ人迫害を訴追

する必要上､ 国際法の歴史の中ではじめて登場

した｡ 当時の慣習国際法では､ 敵国の文民たる

ユダヤ人の迫害は戦争法規違反としての国際犯

罪を構成しうるが､ 同盟国 (オーストリア､ ハ

ンガリー等) および自国 (ドイツ) のユダヤ人

の迫害には戦争法は適用されず､ 他に適用可能

な国際法規は存在しなかった｡ 特に､ ドイツ国

籍のユダヤ人については､ ドイツ国内法が適用

されるべしとの見解が支配的であった｡ このよ

うな状況の中で､ ニュルンベルグ国際軍事裁判

所条例６条�は､ 人道に対する罪をはじめて設

け､ 次のように定義した｡ (同様の規定は極東国

際軍事裁判所条例５条�にもみられる｡)

｢犯罪の行われた国の国内法に違反する

と否とにかかわらず､ 本裁判所の管轄に属

するいずれかの犯罪の遂行として､ 又はこ

れに関連して行われるところの､ 戦前又は

戦時中におけるすべての一般国民に対して

犯された殺人､ 殲滅､ 奴隷化､ 強制的移送

およびその他の非人道的行為若しくは政治

的､ 人種的､ 又は宗教的理由に基づく迫害｣

最近では､ 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所

およびルワンダ国際刑事裁判所 (以下､ それぞ

れ､ ｢旧ユーゴ裁判所｣､ ｢ルワンダ裁判所｣ とする)

の規定においても､ 人道に対する罪は対象とな

る国際犯罪とされており､ この概念は現在では

慣習国際法化したものとみなされる｡

国際刑事裁判所規程は､ 人道に対する罪を対

象とするとともに､ 条約上はじめてこの罪を詳

細に定義した｡ また､ ニュルンベルグ国際軍事

裁判所が､ 人道に対する罪を平和に対する罪や

戦争犯罪の結果として､ 又はそれと関連して行

われたときのみに認め､ 限定的な運用を行った

のに対し (例えば､ 第２次世界大戦以前に行われ

た対ユダヤ人犯罪を対象外とした｡)､ かかる武力

紛争との関連づけを排除した｡ 規程７条１項は､

まず､ 人道に対する罪を次のように定める｡

｢人道に対する罪とは､ 文民たる住民に

対して行われる広範な又は組織的な攻撃の

一部として､ 攻撃であることを了知して行

われる次の行為のいづれかをいう｡｣

次いで､ 非人道的行為の具体的形態として､

殺人､ 殲滅､ 奴隷化状態､ 拘禁､ 拷問､ 強姦等

の性的暴力､ アパルトヘイトなどの11の行為を

列挙している｡ ここでは､ 国際刑事裁判所の対

象犯罪となるための ｢重大性の基準｣ は､ 非人

道的行為が広範に行われるか組織的に (国又は

組織の政策に従って) 行われるかのどちらかで

ある｡ 散発的で､ 組織的でない行為は含まれな

い｡ さらに､ ｢そのような攻撃であることを了

知して｣ 行う行為であるとして､ 主観的要素を

加えている｡ なお､ これらの行為が武力紛争中

あるいは占領地において行われる場合は､ 人道

に対する罪と戦争犯罪の双方に該当する可能性

がある｡

� 戦争犯罪

ここでいう戦争犯罪は､ 狭義の戦争犯罪又は

通例の戦争犯罪と呼ばれるものであって､ 軍隊
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構成員による交戦法規違反を中心として､ 古く

から慣習国際法として認められてきた概念であ

る｡ これに対して､ 広義の戦争犯罪に含められ

る平和に対する罪又は侵略の罪は､ 第２次世界

大戦後の国際軍事裁判ではじめて処罰の対象と

され､ 不正な戦争 (侵略戦争) を開始､ 指導し

た責任を問うものであり (次項参照)､ 前者の

戦争犯罪とは区別されなければならない｡

通例の戦争犯罪については､ 19世紀末より多

くの国際条約が結ばれているが､ その主要なも

のは､ 1907年のハーグ諸条約､ 1949年のジュネー

ブ４条約および1977年の二つのジュネーブ条約

追加議定書である｡ 国際刑事裁判所規程は､ 基

本的にこれら戦争犯罪に関する既存条約に依拠

しつつ､ 対象犯罪たる戦争犯罪を規定している

が､ すべてのものを取り込んでいるわけではな

い｡ 例えば､ 化学兵器禁止条約の規制対象物質

の一部および生物兵器の使用は対象犯罪とされ

ていない｡ これは､ 核兵器を含めるか否かにつ

き外交会議が紛糾した結果､ 核兵器が除外され

たのに伴い､ 同じ大量破壊兵器として一括して

除外されたためである｡ 他方､ 今まで戦争犯罪

と認識されていなかった行為を対象犯罪として

いるケースもある｡ (例：環境損壊､ 自国民たる

児童の敵対行為使用)

規程は､ 戦争犯罪が裁判所の管轄に入るため

の重大性の基準として､ ８条１項において､

｢戦争犯罪に関して､ 特に計画若しくは政策の

一環として行われた場合又は大規模な当該犯罪

の一部として行われた場合｣ とした｡ これは､

組織性又は大規模性があることを条件とする立

場と､ かかる条件を一切設けない立場との間の

妥協の産物とされるが､ ｢特に｣ を加えたこと

によっても､ 単発的行為が排除されるわけでも

なく､ 結果的にあらゆる重大性基準の戦争犯罪

が対象となったとの解釈も可能となっている｡

次に､ 列挙された戦争犯罪の内容については､

規程は､ 対象となる戦争犯罪を国際的武力紛争

と国内的武力紛争に分けた｡ 国際的武力紛争に

ついては､ まず､ ジュネーブ４条約で保護され

る者 (傷病兵､ 捕虜､ 文民) 又は財産に対する

同条約の重大な違反行為として､ 被保護者の殺

人､ 拷問又は非人道的待遇､ 身体･財産に対す

る重大な苦痛･傷害､ 不法かつ恣意的な財産の

破壊又は徴発､ 強制服務､ 公正な裁判の権利の

否定､ 不法な追放､ 移送又は拘禁､ 人質の８行

為を挙げている｡ 続いて､ その他の戦争法違反

(｢国際法の確立された枠組みにおける､ 国際的武力

紛争に適用される法規及び慣例のその他の著しい

違反｣) として､ 第１追加議定書やハーグ陸戦

法規等に依拠する26の行為(４) を列挙してい

る｡

非国際的武力紛争は､ 内戦等における政府と

反政府団体との武力紛争であり､ そこでの同団

体による敵対行為は､ 政府が交戦団体の承認を

行わない限り非合法なものであるが､ いずれに

しても､ 本来､ 非国際的武力紛争における違法

行為は国内刑事法のみによって裁かれるもので

ある｡ その意味で､ 規程が､ 非国際的武力紛争

における犯罪行為を戦争犯罪と定め､ その管轄

権の対象としたことは､ 従来の戦争法の枠組み

を変えるものである｡ その背景には､ 非人道的

行為は国際的紛争､ 国内的紛争を問わず､ 処罰

されるべきであるとの人道的考慮､ そして､ 国

内的紛争における人道法違反行為､ 特に､ 政府

側によるものは国内裁判所で訴追されることが

期待できないとの考えがあると思われる｡ 非国

際的武力紛争について､ 規程は､ ジュネーブ諸

条約共通第３条 (４条約に共通) をそのまま引

用し､ 敵対行為に参加しない者に対する､ ①殺

人､ 傷害､ 虐待､ 拷問､ ②個人の尊厳に対する

侵害､ ③人質､ ④正当な裁判の否定､ を戦争犯

罪とするとともに､ 上述の26行為から非国際的

紛争に適用可能なものを抽出し､ 12の行為(５)

を列挙している｡ いずれの場合にも､ 国際的性

質を有しない武力紛争には､ ｢暴動､ 単発およ

び散発の暴力行為並びに他の類似の性質を有す

る国内的な騒擾および緊張の事態｣ は該当しな

いと明記している｡
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� 侵略の罪

前述のとおり､ 侵略の罪に関しては外交会議

での合意が得られなかった結果､ 規程５条１項

に記載されるも､ 裁判所の対象犯罪にはなって

いない｡ 発効の７年後に開かれる規程再検討会

議で､ 定義および管轄権行使の条件が定められ

てはじめて対象犯罪になることとなった｡

侵略の罪に関して外交会議で問題とされた点

は二つあり､ その第一は侵略の定義である｡ 侵

略の罪はニュルンベルグおよび東京の国際軍事

裁判所で訴追された ｢平和に対する罪｣ に近い

概念であると思われるが､ これら裁判所の条例

では､ ｢平和に対する罪｣ は侵略戦争又は国際

法等に違反する戦争の計画､ 実行と規定されて

いるにすぎない｡ 他方､ 1974年に国連総会が

｢侵略の定義に関する決議｣ を採択したが､ こ

れは安保理が侵略の存否を認定するに当たって

考慮に入れるべきガイドラインというべきもの

である｡ 同決議は､ 他国領域への軍事攻撃､ 軍

隊の侵入､ その結果としての他国領域の併合等

を侵略行為の具体的事例として挙げるが､ 同時

に､ 安保理はその他の行為を侵略行為に該当す

るとの決定も行いうるし､ ｢他の関連状況｣ に

照らして侵略が存在しないとの決定を下せると

している｡ 侵略は一般に､ 他国の領土保全､ 政

治的独立を侵害する武力行使を意味するが､ こ

れを法的に厳密性をもって定義することは容易

ではない｡ さらに､ 侵略の刑事責任を個人に問

う場合､ 犯罪としての侵略の構成要件を確定す

る必要があるが､ 一般的に妥当する形でそれを

定めるのは極めて困難である｡

次に､ 問題となったのが､ 以上の問題とも関

連するが､ 裁判所と安保理との関係である｡ 安

保理は､ 国際の平和と安全の維持に主要な責任

を持つ機関として､ 国連憲章39条に基づき､ 侵

略行為の存在を認定し必要な強制措置をとる権

限を持つ｡ これは､ 国際平和の維持のため侵略

国家に制裁を課すという極めて政治的な任務で

ある｡ 因みに､ 安保理がある事態を侵略行為と

認定し､ その結果として当該国家に制裁措置を

とったことは､ 国連の長い歴史上未だかってな

い｡(６) 国際刑事裁判所が侵略の罪により個人

を裁く場合､ 定められた犯罪構成要件に従って

司法的判断を下すこととなるが､ 両機関の判定

が一致する保証は必ずしもない｡ そこで､ 司法

の独立の観点からは､ 裁判所は安保理の行動に

影響されることなく独自の判断を下すべきとの

主張がなされる｡ 他方において､ 追及されるの

が国家の責任か国家指導者たる個人の責任かの

違いはあるにせよ､ 問題とされるのは侵略とい

う一つの行為であるので､ その有無について､

異なる判断が併存するのはおかしいという強力

な議論があった｡ 上述のように､ 侵略の罪につ

いては将来の検討に委ねられているが､ そのう

ち安保理との関係については､ 規程５条２項第

２文で､ ｢侵略の罪についての規定は国連憲章

の関連規定と両立するものでなくてはならない｣

とされ､ 憲章39条の安保理の認定権の優先を強

く示唆するするものとなっていることには留意

しなければならない｡ いずれにしても侵略に関

しては､ 国家責任が問われるだけでなく､ それ

を実行した個人の責任者も罰せられるべきであ

るとの一致した認識がみられたことは確かであ

る｡ 国家が賠償責任等を課せられるだけでは十

分でなく､ 責任ある国家指導者が罰せられては

じめて､ 有効な抑止効果を発揮するとの考え方

が一般化しているのである｡

� 関連事項

上記�―�の対象犯罪に関連する事項として､

犯罪構成要件､ 上官責任および責任阻却事由に

ついて以下に解説する｡

�� 犯罪構成要件

規程中の対象犯罪に関する条文 (６―８条)

は当該犯罪の刑罰規定として用いられるが､ こ

れら条文の中には､ 処罰のための国内法の介在

を予定する他の既存条約の条文や､ そもそも刑

罰規定として用いられることを想定しない条約

条文も入り込んでいる｡ このため刑罰法規とし

て十分明確でないという問題が指摘された｡ そ
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の結果､ 規程本体とは別に犯罪構成要件文書が

必要とされ､ 規程発効後にこれを作成すること

となった｡ 規程９条１項において､ 犯罪構成要

件文書は６―８条の解釈と適用において裁判所

を ｢assist｣ する指針と位置づけられている｡

�� 上官責任

規程においては､ 裁判所の管轄する犯罪を犯

した部下の行為に対する上官の責任についても

定められている｡ 規程は軍司令官とその他の上

官 (文民を含む) の場合に分け､ 軍司令官は､

① 自己の統制の下にある軍隊が犯罪を現に行っ

ていること､ もしくは行おうとしていることを

認識していたか､ 又はその時の状況から認識す

るべきであったとき､ および② 犯罪を防止し､

又は処罰するため必要かつ合理的なあらゆる措

置をとらなかったとき､ の２要件を満たした場

合､ 右犯罪について刑事責任を負う｡ その他の

上官の場合は､ 以上の軍司令官の刑事責任に比

べて､ 次の２点においてその責任範囲が狭くなっ

ている｡第一に､ 軍司令官は犯罪の存在を ｢そ

の時の状況から認識するべきであったとき｣ そ

の責任を問われ､ 過失責任まで追及されるのに

対して､ その他の上官については､ 部下が犯罪

を行っているか､ 又は､ 行おうとしていること

を ｢明確に示す情報を意識的に無視したとき｣､

すなわち､ 認識ある過失による責任に限定され

ている｡ 第二に､ 軍司令官は指揮下にある部隊

を包括的に監督しており､ その全犯罪行為に責

任を負うのにたいし､ その他の上官はその責任

の範囲内の活動に関する部下の犯罪についての

み責任を負う｡

�� 責任阻却理由

規程は刑事責任が阻却される事由 (免責事由)

を定めているが､ まず､ 公的資格はいかなる場

合も免責事由にならず､ 国家元首などもその地

位にあることをもって免責されることはない｡

次に､ 一般的免責事由として､ 精神疾患又は

酩酊状態による責任能力の欠如､ 正当防衛､ 切

迫した脅威を避けるための避難行為を挙げてい

る｡ ただし､ 酩酊の場合は､ 酩酊の結果､ 犯罪

行為を行う蓋然性を認識しながら､ 又はそうし

た危険を無視して自らの意志で酩酊状態に陥っ

た場合は除かれる｡ 正当防衛は､ 基本的に生命

および身体の防衛に限られ､ 戦争犯罪の場合に

限って生存に必要な財産の防衛が認められる｡

その他､ 裁判所は､ 国際法の原則や法の一般原

則に基づく刑事責任阻却事由を考慮することが

できる｡

なお､ 上官命令は一般的な免責事由にはなら

ない｡ 上官命令の抗弁が認められるのは､ ①当

該個人が上官命令に従うべき法的義務を負って

いること､ ②当該個人が､ 命令が違法であるこ

とを知らなかったこと､ ③当該命令が明白には

違法ではないこと (ジェノサイド罪ないし人道に

対する罪の実施命令は明確に違法であるとみなされ

る)､ のすべての要件が満たされる場合のみで

ある｡

２ 国際刑事裁判所の管轄権

一般的に裁判所の管轄権とは､ 一定の準拠法

にのっとり事案の審理､ 判決の執行を行う権限

をいい､ 国際刑事裁判所の場合は､ 検察機能も

あわせ持つので､ 捜査､ 起訴などの権限も含む｡

管轄権の問題は､ 規程の採択に至る上で最大の

問題であった｡ それは､ 第一に､ 国際刑事裁判

所が管轄権を行使する前提条件として関係国の

同意が必要かどうか､ 第二に､ 国際刑事裁判所

と国内裁判所との関係である｡ いずれも､ 国際

刑事裁判所の管轄権と国家の司法主権の関係を

どう調整するかという問題である｡ 外交会議で

は､ この点をめぐって､ 強力で独立した裁判所

を設立するため広範な管轄権を求める積極推進

派の諸国､ 国家主権の侵蝕を恐れて限定的な管

轄権しか認めようとしない諸国､ およびその中

間にあって､ 実効的な裁判所を目指してできる

だけ多くの国の参加を得ようとする現実派の諸

国の間で厳しい交渉が行われた｡ 以下に､ 上記

２点に関する議論およびその結果について紹介

する｡
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� 管轄権行使に対する国家の同意

�� 最も重大な国際犯罪を裁く国際刑事裁判

所の設立条約に加入することは､ 当然に当該犯

罪についての同裁判所の管轄権を認めることを

意味すると思われるが､ 外交会議では､ まさに

その点が問題となった｡ 従来､ 国際法上の犯罪

は､ いずれかの国の国内裁判所で訴追､ 処罰さ

れてきた｡ その際の管轄権を有する国の基準と

しては､ 属地主義 (犯罪発生地の領域国)､ 属人

主義 (被疑者の国籍国―積極的属人主義､ 被害者

の国籍国―消極的属人主義)､ 保護主義 (以上の他

に何らかの国内法益を害された国) などがある｡

消極派の主張は､ 裁判所が対象犯罪を訴追する

場合でも､ 上記関係国の事前の同意を得るべき

であるとする｡ この主張を補強する議論として､

犯罪の証拠､ 被疑者の身柄を保有する可能性の

高いこれら関係国の協力を得る必要上､ そのよ

うな国の同意があるほうが望ましいとされた｡

これに対して積極派は､ かかる同意を要求する

ことは裁判所の意義を損なうと主張する｡ 管轄

権保有の基準としては､ 上記のほかに､ 犯罪に

関係のない国も含めあらゆる国が処罰し得ると

する普遍主義の考え方があるが (例えば海賊行

為)､ 裁判所の３つの対象犯罪の多くは､ 同様

に､ 個々の国家法益ではなく､ 国際社会全体の

法益の侵害と観念され､ 犯罪との関係の有無を

問わず､ すべての国が管轄権を持つとされるも

のである｡ そうであれば､ 国際刑事裁判所も当

然管轄権を認められべきであるというのが積極

派の主張である｡ これらの異なる主張を体現

する提案として､ 関係国の同意を一切要求しな

い案､ 犯罪地国および被疑者国籍国の同意を必

要とする案､ そして中間的な諸案が提案された｡

関係国の同意の有無の問題は､ 規程の効力が非

締約国にどのように及ぶかの問題も含めて検討

された｡

�� 管轄権の問題は､ 外交会議で最後まで紛

糾し､ コンセンサスが得られないまま最終日に

｢最終一括提案｣ が表決に付された上で採択さ

れるという､ この種の交渉会議としては異例の

決着となった｡ 採択された規程の12条によれば､

規程締約国は締約国になることにより､ 対象犯

罪に関する裁判所の管轄権を受諾することとさ

れ (包括的受諾)､ したがって締約国について

は､ 個別の管轄権行使に対する関係国の同意は

必要とされない｡ 次に､ 12条２項は､ 犯罪地国

および被疑者国籍国に該当する国のうち少なく

とも一カ国が規程締約国であるか､ 又は当該事

件につき管轄権受諾の宣言を行っている非締約

国である場合､ 裁判所は管轄権を行使できると

している｡ なお､ これら規程は､ 締約国による

事案の検察官への付託および職権による捜査の

開始の場合に適用され､ 国連安保理による付託

の場合は､ 関係国の同意は問題とされない｡ 12

条２項の意味するところは､ 犯罪の発生地ない

し被疑者の本国という形で関係する全ての国が

非締約国である場合でも､ そのうち一か国が管

轄権受諾宣言を行えば (一か国でも締約国である

場合は勿論)､ 裁判所は管轄権を行使できるこ

とである｡ かかる規定の背景には､ 非締約国た

る被疑者本国の拒否という理由のみで､ 裁判所

が機能し得なくなることに対する危惧がある｡

なお､ 裁判所の広範な管轄権に消極的な国が

規程に参加し易くなるように､ 経過措置 (124

条) が挿入され､ 戦争犯罪に限り､ 規程加入後

７年間は､ 自国が犯罪地国又は被疑者国籍国で

ある場合､ 裁判所の管轄権を排除する旨､ 規程

加入時に宣言できることとなった｡

�� かかる経過措置にもかかわらず､ 米国は

｢最終一括提案｣ に反対票を投じた｡ 米国の具

体的懸念は､ 同盟国の防衛のために世界中に派

遣されている米軍の構成員が､ 米国の同意なし

に､ 国際刑事裁判所によって訴追されることで

ある｡ 外交会議で米国は､ 戦争犯罪および人道

の罪については､ 規程に参加する際､ 裁判所の

管轄権を受諾するか否かを選択できるとするオ

プト･イン方式､ あるいは管轄権行使に当たっ

て､ 犯罪地国および被疑者国籍国双方の同意を

必要とする案等を提案した｡ いずれも米国に自

国民訴追に対する拒否権を与えるものである｡
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さらに､ 米国が強い否定的態度を示したのが､

裁判所の管轄権が非締約国の国民についても行

使され得る点である｡ すなわち､ 米国が規程に

参加しない場合においても､ 他国の領域で行わ

れた犯罪に関し､ 米軍兵士が国際刑事裁判所で

訴追されることがあり得る (領域国が締約国又

は受諾宣言を行った非締約国の場合) ことは受容

し難いという主張である｡ この主張は､ 本裁判

所は規程という条約に基礎を置くのであり､ 条

約締約国のみが条約規定に拘束されるというの

が条約法の基本原理であること､ 補完性の原則

(後述) は､ 非締約国を含む諸国に､ 合法的と

考える活動についての捜査を要求するので､ こ

の問題の解決にはならないこと､ 国際平和と安

全を維持するための米国の介入行動は新しい重

大な法的､ 政治的リスクを負うこと､ などを挙

げる｡(７)

米国の主張に対して行われた法理論上の反論

は､ およそ次のように要約される｡

｢本規程の対象犯罪の多くは､ 国際社会全体

の法益を害するものとして､ 普遍的管轄権の対

象となるものであり､ すべての国が管轄権を行

使し得るのであるから､ 当然､ 国際刑事裁判所

も行使し得るべきである｡ このように､ 国際犯

罪に関して､ 締約国の国内裁判所による非締約

国国民の訴追を認める既存条約で米国自身も参

加しているものがある｡ 刑事責任を問われるの

は国家ではなく個人であるが､ 国家が外交的保

護権に基づき､ 自国民被疑者の外国での訴追を

阻止することはできない｡ すなわち､ 自国民を

処罰する権限 (属人的管轄権) が他国の属地的

管轄権又は国際刑事裁判所の管轄権より優先す

るとは言えない｡ (複数の国の間で管轄権が競合

する場合､ これを調整する国際法上の一般的ルール

はない｡)｣

裁判所の機能の見地からも､ 非締約国たる被

疑者国籍国の同意を管轄権行使の絶対的条件と

することは､ 多くの対象犯罪を裁判所の管轄外

に置くことになりかねず､ 多数の国の受け入れ

得るところではなかった｡ 上記のように､ 採択

された規程において米国の主張は基本的に斥け

られたが､ 他方､ 裁判所の管轄権が完全に認め

られたわけではなく､ 部分的な関係国の同意が

必要とされているため､ 裁判所の十分な管轄権

を望む者にとっては不満が残る結果となってい

る｡

� 補完性の原則

�� 国際刑事裁判所が､ ある事案について関

係国の同意というテストを通過して管轄権を持

つと認められる場合でも､ 更に一つの条件をク

リアしなければならない｡ これが､ ｢補完性の

原則｣ と呼ばれるもので､ 国内裁判所が被疑者

を捜査､ 訴追する意志と能力を有すると認めら

れる限り､ 国際刑事裁判所は管轄権を行使でき

ないことを意味する｡ 国際刑事裁判所の機能は

国内裁判所を補完することであって､ それを代

替することではないというこの原則は､ 国際刑

事裁判所の基本的性格を表わしている｡ 特定の

事案につき､ 双方の管轄権が競合するとき､ 一

定の条件のもとに国内裁判所の管轄権が優先す

る原則とも言えよう｡ この点は､ 旧ユーゴ裁判

所およびルワンダ裁判所が国内裁判所に優先す

る管轄権を持つのと比べて､ 対照的である｡ 本

原則は､ 外交会議の参加国によって比較的問題

なく受入れられたが､ 刑事裁判権という国家主

権を超越する国際裁判所への同意は得られない

という､ 分権的な国際社会の現状を反映するも

のといえよう｡

�� 補完性の原則は､ 規程の前文10項および

１条で ｢各国の刑事裁判権を補完する｣ と規定

されているが､ その実体的な内容は17条から20

条にかけて､ 次のように規定されている｡

� 裁判所が事案の受理可能性を決定する際､

次の場合は受理不能であり､ その結果､ 国内

裁判手続が続行､ ないし裁判結果が確定する｡

① 当該事案につき､ ある国が現に捜査又は

起訴を行っている場合

② 捜査し､ かつ不起訴を決定した場合

③ 当該被疑者が既に国内裁判所で裁判され
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ており､ 国際刑事裁判所で裁判すること

が一事不再理の規則 (20条)に反する場合

� ただし､ 当該国が真正に上記捜査又は起

訴を行う意志又は能力を有しない場合､ 国際

刑事裁判所は事案を受理できる｡ 意志の判断

基準は次のとおりである｡

① 被疑者を刑事責任から匿う目的で､ 手続

又は決定が行われたこと

② 被疑者を裁判にかける意図と両立しない

手続上の不当な遅延があったこと

③ 手続が独立してもしくは公平に行われず､

被疑者を裁判にかける意図と両立しない

方法で行われたこと

上記の一事不再理の規則についても (判決

が出ている場合でも)､ 本項①又は③の理由が

ある場合､ 真正な意志の欠如とみなされ､ 裁

判所は受理できる｡ 能力の欠如については､

国内司法制度の全面的又は実質的な崩壊又は

機能麻痺により､ 被疑者の身柄や必要な証拠､

証言が確保できないか､ もしくはその他の理

由で裁判手続を遂行できないかが考慮される｡

� 国際刑事裁判所による事案の受理可能性

の決定は､ 概略次の手続に従って行われる｡

裁判所の検察官は､ 締約国からの付託によ

る､ 又は自らの職権による捜査を開始するに

当たって (安保理による付託の場合は除く)､

全ての締約国および関係すると思われる非締

約国に対して､ 捜査を開始する旨の通報を行

う｡ この通報後一か月以内に､ 通報を受けた

国は当該事案については自国で捜査している

旨を通知できる｡ さらに､ その国が要請すれ

ば､ 検察官は捜査をその国へ委譲しなければ

ならない｡ ただし､ 裁判所の予審裁判部が検

察官に捜査を許可した場合､ この委譲義務は

ない｡ 事案に対する裁判所の管轄権の有無､

その受理可能性については裁判所自身が確認

する｡ これに対して､ 被告人､ 捜査を行って

いる国等は公判開始前又は開始時の一回に限

り､ 異議申立てを行うことができる｡ 異議申

立てに対する予審裁判部又は第一審裁判部の

決定に対して上訴裁判部への上訴が認められ

る｡ (裁判所の組織については (注) ８参照)(８)

� 国際刑事裁判所の補完的性格は､ 国際社

会の現状では､ 同裁判所を実現するためには､

国家の刑事裁判権に基礎を置くほかはないと

いう認識にもとづいている｡ 補完性の原則は､

国家主権を重視する諸国を満足させるもので

あるが､ 同時に､ 同原則の具体的規定ぶりは

強い裁判所を希求する諸国の期待にも応える

内容となっている｡ 何故ならば､ 受理可能性

の決定から上訴裁判部の決定にいたる一連の

手続規定の解釈運用が裁判所自身に委ねられ

ているからである｡ 裁判所に付託された事案

について､ 国内裁判所が既に捜査等を行って

いる場合でも､ その真正さ､ 能力については

裁判所が厳正に審査できる体制になっている

のである｡

３ 国連安全保障理事会との関係

国際刑事裁判所は条約によって設立された国

際機関であり､ 国連との機構的連関はない｡ し

かしながら､ その扱う国際犯罪の多くは国際平

和と安全を脅かす性質のものであり､ 国際平和

と安全の維持に責任を有する安全保障理事会と

の連携は当然考慮されなければならない｡ 規程

において､ 安保理が裁判所と関わりを持つのは､

検察官への事案の付託､ 捜査､ 訴追の停止およ

び侵略の罪の３点である｡

� 検察官への付託

裁判所の検察官が捜査を開始できるメカニズ

ムは､ 締約国による付託および職権捜査のほか

に､ 安保理による付託が想定されている｡ 安保

理は､ 国連憲章７章 (集団安全保障措置) に基

づいて､ 対象犯罪が犯されたと思われる事態を

裁判所に付託できる｡ ７章下の安保理の行動は

全国連加盟国を拘束するので､ 安保理による付

託の場合､ 裁判所の管轄権行使に対して関係国

の同意は必要とされない｡ しかし､ 補完性の原

則の適用は免れ得ず､ 安保理が付託した事案で

レファレンス 2003.５14



あっても関係国の国内裁判所が捜査等を開始し

ていれば､ 当該国内裁判所に委ねられる｡

� 捜査・訴追の中断

安保理は､ さらに､ ７章の下で採択する決議

により､ 裁判所が始めた捜査､ 訴追を12か月間

(更新可能) 停止させることができる｡ (16条)

これは､ 安保理が ｢平和に対する脅威｣ 等の認

定を行い､ 国際平和のための行動をとっている

ときには､ 安保理の活動を優先する規定であり､

安保理の平和維持機能の重要性に鑑みれば､ や

むを得ないものとして､ 挿入されたものである｡

(下記Ⅲ４参照) 裁判所と安保理との連携につい

ては､ 別途結ばれる両者間の協定によって定め

られる｡

� 侵略の罪

侵略の罪については､ 前記１�で述べたとお

り､ 将来､ これが裁判所の対象犯罪に加えられ

る場合､ 裁判所の司法判断は安保理の侵略行為

の存在の認定を前提とする規定ぶりになる可能

性が高い｡ 個人の侵略の罪が国家の侵略行為を

前提とする以上､ まず､ 安保理による国家の侵

略行為の認定がなければならないとするのは論

理的である｡

４ 刑事法規定

国際刑事裁判所は､ 適用すべき刑法の基本原

則 (刑法総則) および捜査から公判､ 刑の執行

に至るまでの刑事手続について相当に整備され

た規定を備えている｡ 裁判対象の事件や地域が

特定されていた従来の臨時の国際裁判所の刑事

法規定は明確性を欠いていたが､ 常設の刑事裁

判所としては､ これは当然のことである｡ 国内

刑事法は法に基づく処罰の原則と被告人の人権

尊重の原則の上に成り立っているが､ 本裁判所

規程もこれら原則を充分踏まえている｡ 特に､

犯罪の処罰のみでなく､ 人権の保護にも配慮し

ていることは評価される｡ しかしながら､ 様々

な法体系が併存している今日の国際社会の中で､

これらとは独立した､ 一貫性を持った国際刑事

法体系を創設する作業は容易でなく､ そのため､

捜査手続､ 公判手続､ 証拠規則などについては､

充分詳細に規定されなかった点も少なくない｡

この点は､ 手続･証拠規則文書で定められる｡

規程に盛り込まれている刑法総則規定は､ 罪

刑法定主義､ 遡及処罰の禁止､ 人的管轄権が18

才以上の自然人に限り､ 法人に及ばないこと､

上官責任と上官命令に従う部下の責任 (１���

参照)､ 時効不適用､ 刑事責任阻却事由 (１�

��参照) 等である｡ 以下に､ 裁判所における刑

事手続の概要および刑法総則のうち罪刑法定主

義の規定につき説明する｡

� 刑事手続の概要

対象犯罪が行われていると考えられる場合､

締約国又は安保理がその事態を裁判所の検察官

に付託する｡ 検察官は提供された情報に基づい

て､ また､ 裁判所の管轄権､ 関係国 (非締約国

の場合) の同意の有無を確認した上で､ 捜査を

行うかどうかを判断する｡ また､ 検察官は予審

裁判部の許可を得て､ みずから職権で捜査を開

始できる｡ 職権捜査については､ 検察官による

捜査権限の乱用を懸念し､ 反対する意見があっ

たが､ 政治的要請によって行動することがあり

得る締約国､ 安保理による付託のみでは十分で

はないという考慮から､ 結局､ 予審裁判部の許

可を条件として認められることになった｡ 被疑

者の身柄の確保については､ 予審裁判部が検察

官の請求により､ 逮捕状又は召喚状を発付する｡

逮捕状の執行､ 被疑者の裁判所への引渡しは締

約国の協力によって行われるが､ 司法制度が有

効に機能していない締約国においては､ 検察官

が予審裁判部の許可を得て､ 現地に赴いて捜査

を行い､ 直接､ 逮捕状を執行することができる｡

被疑者が裁判所に引渡されると､ 予審裁判部は

起訴事実確認の手続を行い､ 確認されると､ 第

１審裁判部での審理が開始される｡ このように､

予審裁判部が､ 職権捜査開始の許可､ 逮捕状等

の令状の発布､ 起訴事実の確認等､ 検察官の捜
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査をコントロールする仕組になっていることが

特徴的である｡

公判では､ 公開かつ公平､ 迅速な裁判が保障

される｡ 被疑者､ 被告人に対しては､ 捜査･公

判を通じて種々の権利保障があり､ 犯罪被害者

に対しては､ 身体的､ 精神的保護､ プライバシー

の保護､ 意見陳述の機会の保障､ 有罪判決の場

合の被害者への賠償命令等､ 手厚い配慮が可能

となる制度が規定されている｡ 一審判決に対し

ては､ 検察官と有罪判決を受けた者による上訴

が認められ､ また､ 再審の制度もある｡ 刑の執

行については､ 刑の執行を受諾している締約国

の中から裁判所が執行国を指定する｡ そのよう

な締約国がいない場合には､ 裁判所の所在地で

あるオランダの受刑施設において行われる｡

� 罪刑法定主義

紙幅の都合により､ 刑法総則のうち､ 特に注

目される罪刑法定主義の規定につき解説する｡

第２次世界大戦後の国際軍事裁判では､ 平和

に対する罪と人道に対する罪という新たな概念

も用いて､ 訴追､ 処罰が行われ､ これに対して

は､ 事後立法による処罰であり､ 罪刑法定主義

に反するとの批判がなされた｡ 恣意的な処罰の

防止を目的とするこの原則は国際刑事裁判所規

程においては､ 明確に規定されている｡

犯罪の法定については､ 実行時に裁判所の管

轄権に属する犯罪を構成しない行為については

刑事責任を問われない旨が規定され､ 管轄権に

属する犯罪として､ ５条から８条に規定されて

いる｡ これは､ 慣習国際法による処罰を排除す

るものである｡ (｢自由権規約｣(９) はそのような処

罰を許容している)

刑罰の法定については､ ｢裁判所によって有

罪とされた者は､ この規程に従ってのみ処罰さ

れる｣ (23条) とされ､ 刑種として､ 無期又は

30年以下の拘禁刑､ 罰金の併科､ 犯罪から生じ

た財産の没収が定められている｡ このように､

規程には包括的な刑種の規定しかなく､ 犯罪類

型毎の個別の法定刑がないことは､ 刑罰法定の

趣旨を減殺しているが､ 裁判所の対象犯罪が限

定されていること､ 詳細な法定刑につき各国の

合意を得ることが困難であったこと等がその背

景にあると思われる｡ なお､ 刑罰の中に死刑を

加えるかどうかが大きな問題となったが (主と

して､ 死刑に反対する西欧諸国と死刑の導入を主張

するイスラム諸国の間の対立)､ 結局､ 各国の刑

罰の適用に何ら影響を与えるものではない旨を

規程中に明記することで､ 死刑を含めないこと

が合意された｡ 罪刑法定主義の派生原則である

遡及処罰の禁止についても､ 規程発効前の行為

については､ 本規程に基づく刑事責任を問われ

ない旨 (24条１項) が規定されている｡ 規程改

正の際の新法も遡及適用されないが､ 被告人に

有利に改正された場合は､ その限りではない｡

(同条２項)

Ⅲ 国際刑事裁判所設立の意義と今後の

問題点

国際刑事裁判所規程が採択された1998年から

2002年までの間､ 準備委員会において裁判所の

発足､ 運営に必要な各種の規則文書が検討され､

規程発効直後の2002年９月､ ニューヨークで開

かれた第１回締約国会合においてこれら文書が

採択された｡ 具体的には､ 手続･証拠規則､ 犯

罪構成要件文書､ 締約国会合手続規則､ 財政規

則､ 特権免除協定､ 裁判所本部協定の原則およ

び裁判所と国連の関係に関する協定案である｡

続いて､ 2003年２月には､ 締約国会合による裁

判官の選挙がおこなわれ､ 18名の裁判官が選出

された｡ その内訳は､ 刑事法専門家10名､ 国際

法専門家８名､ 男性11名､ 女性７名である｡

(36条８項ａ､ �において､ 女性および男性裁判官

の公正な配分が謳われている) 検察官および次席

検察官は４月に選出される予定である｡(10) この

ように､ 国際刑事裁判所は2003年には活動を開

始する態勢にあるが､ 本裁判所の設立は国際法

および重大国際犯罪抑止の観点からいかに評価

されるであろうか｡ 本章では､ 裁判所設立の意
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義および問題点について論評する｡

１ 国際法による個人処罰の原則の確立

従来､ 国際犯罪を犯した個人の処罰は､ 麻薬

犯罪､ 国際テロ犯罪および戦争犯罪のように､

条約又は慣習国際法により国際犯罪と定められ､

各国に処罰の義務が課せられるのが通例であっ

た｡ すなわち､ 各国が国際法上の義務として､

必要な国内立法を行い､ 個人の刑事責任を追及

するのである｡ これに対して､ 国際刑事裁判所

は､ 国際法廷において国際法を直接適用するこ

とによって､ 個人を処罰する制度である｡ 個人

の国際犯罪を国際法に基づいて処罰する制度を

はじめて確立した点で､ 国際法の新たな発展を

もたらすものであり､ 画期的な意義をもつとい

えよう｡

20世紀を通じて､ 多くの戦争､ 内戦において

非人道的行為が繰り返されたが､ 多くの場合､

国家ないし軍の指導者が責任を負うべきこれら

の犯罪について､ 国内裁判所が有効に機能した

ことはない｡ 臨時国際法廷で戦争犯罪および人

道犯罪を裁いた４度の例を除いて､ ｢不処罰｣

が原則化していたのである｡ 国際刑事裁判所は､

このような ｢不処罰｣ はこれ以上許容されない

という法意識にもとづき､ 強い国際世論の後押

しを受けて成立したものである｡ 裁判所が今後､

充分にその機能を発揮し､ いかなる重大国際犯

罪も､ 裁判所において訴追されるという意識が

定着すれば､ 確実にかかる犯罪の抑止に貢献す

るであろう｡

２ 条約に基づく国際機関―非締約国との関係

国際刑事裁判所を国連の一機関として設立す

る選択もあり得たが､ その方法はとられなかっ

た｡ 国連の機関となるためには､ 特に憲章改正

を要する場合は､ 安保理常任理事国の一致した

賛成が必要であるが､ 本裁判所設立に対して､

少なくとも当初は､ 英国を除く常任理事国は消

極的であった｡ したがって､ 規程という条約の

形で締約国間の合意として､ 設立されたのであ

るが､ このことは､ 裁判所の機能とある意味で

は矛盾する構造的問題を孕んでいた｡ すなわち､

国籍を問わずあらゆる個人を訴追対象とする裁

判所は､ 非締約国国民も対象とするからである｡

そして､ この点が外交会議で大きな問題となっ

た｡ 条約は条約の当事国のみを拘束するという

のが条約法の大原則である｡ この原則に基づい

て､ 裁判所が非締約国の国民に対して､ 同国の

同意なく､ 管轄権を行使することは国際法に反

するとの主張が行われた｡ しかし､ この主張は

二つの視点から検証されなければならない｡

第一に､ 裁判所の対象犯罪のように (そのす

べてでないにしても)､ 個々の国の法益ではなく

国際社会全体の法益を侵害するものとして､ 普

遍的管轄権が認められるものについては､ 被疑

者の本国はいかなる国による管轄権行使に対し

ても反対することはできない｡ この状況が国際

刑事裁判所には適用されないとする理由は何で

あろうか｡ 言い換えれば､ ジェノサイド罪､ 人

道に対する罪などは国際刑事裁判所規程で対象

犯罪とされる以前に､ 慣習国際法上の国際犯罪

であり､ 普遍的管轄権が認められているのであ

る｡ 更に言えば､ 国際テロ犯罪など多くの条約

で国際犯罪として普遍的管轄権が認められてい

るものがあるが､ 上記主張を行っている国 (米

国) もこれら条約の締約国として､ 非締約国国

民に対して管轄権を行使し得る立場にあること

も指摘されなければならない｡

第二の論点として､ 条約がある国を拘束する

ということは､ 何らかの形で当該国の権利を制

限 (又は義務を賦課) することを意味するが､

裁判所が非締約国の国民を訴追することがそれ

にあたるかどうかの問題である｡ 一般的に､ 国

家は外交的保護権により在外自国民がその身体､

財産に受けた損害に対し､ 当該国に救済を要求

し得る｡ この権利に基づいても､ 裁判所による

管轄権行使自体に対して何らの請求は出来ない

が､ それが不当な方法で行使され､ 正義の否定

(denial of justice) にあたる場合､ 救済を要求

できることとなろう｡ 問題は､ 規程上､ 非締約
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国にはその道が閉ざされているのかどうかであ

るが､ この点は充分検討する必要がある｡

３ 規程締約国､ 非締約国の協力

国際刑事裁判所が期待される機能を果たし得

るかは､ 規程内容のみでは判断できず､ 将来の

活動の実態をみなければならない｡ そのために

最も重要なのは､ 関係国の協力である｡ まず､

出来る限り多くの国の参加が望まれるが､ 2003

年３月10日現在の規程当事国 (批准ないし加入

した国) は89か国であり (署名国は139か国)､ ア

ジアおよび中東諸国が少ないという偏りがみら

れる｡ 参加国の数もさることながら､ その中身

がより重要である｡ 規程採択の表決で反対した

国の中に米国および中国､ 棄権した国の中にイ

ンドという大国が含まれていることが明らかに

なっており､ この点は裁判所の活動に大きな影

を落としている｡

特に､ 米国は規程に反対するのみでなく､ 裁

判所の機能を積極的に阻害する動きを示してい

る｡ 米国は､ クリントン政権末期の2000年12月

31日 (署名の開放最終日)､ 署名を行ったが､ 批

准の意図を伴って行ったものではなく､ その後

反対の立場を明確にしたブッシュ政権は2002年

５月６日付の書簡により､ 規程の当事国にはな

らない意図を正式表明した｡ また､ 規程発効直

前の2002年６月30日に､ 安保理で国連 PKO

(平和維持活動) の ｢ボスニア・ヘルツェゴビナ

派遣団｣ の任期６か月延長が検討された際､ 米

国が PKOの米軍派遣要員について､ 国際刑事

裁判所で訴追を受けない保障を求めた結果､ 同

年７月12日､ 安保理決議1422が採択された｡ こ

の決議は､ 規程16条に従って､ 国連の平和維持

活動に従事している PKO要員がその後１年間､

国際刑事裁判所によって捜査､ 訴追されないこ

とを求めるとともに､ 以後もかかる要請を継続

する意図を表明している｡ 国際刑事裁判所は､

規程16条に従ってこのような安保理の要請を受

け入れる義務があり､ 本決議は､ 実質的に国際

刑事裁判所が将来にわたり､ ｢国連により設立

又は承認された活動に関わる行為又は不作為｣

をその管轄外に置くことを意味する｡ 米国の懸

念の背景には､ 旧ユーゴ裁判所の審理において､

コソボ危機のユーゴ空爆 (1999年) の際の国際

旅客列車の誤爆が取り上げられ､ 米人パイロッ

トのジュネーブ条約違反 (軍事目標でない民用

物への攻撃) が問われた事件 (裁判所は告発を却

下) があると言われる｡(11) 米国は､ さらに､ 米

国人を国際刑事裁判所に引渡さないことを確保

する二国間協定の締結を働きかけており､ その

ような協定を2002年８月以降､ ルーマニア､ イ

スラエル､ タジキスタン等と結んでいる｡ 米国

の同盟国以外の国に対しては軍事援助の継続を､

NATO加盟候補国に対しては加盟支持を条件

として提起していると言われ､ かかる行動には

裁判所設立を主導してきたＥＵ (欧州同盟) 諸

国は反発を強めたが､ ＥＵも一枚岩ではなく､

同年９月30日のＥＵ外相理事会はＥＵ各国の自

主決定に委ねるとの形で､ 二国間協定を認める

(ただし､ 米国による自国での捜査､ 訴追を条件と

する) 決定を行った｡(12) なお､ 米国は日本に対

しても同様の協定締結を要請している｡(13) この

ように､ 特定の国の軍隊を事実上免責扱いにす

ることは､ 法の公平な適用に反し､ 裁判所の権

威を著しく損なうものである｡

４ 国際刑事裁判所の独立性と管轄権

司法機関がその機能を充分果たすためには､

外部からの干渉を避け､ 独立性を保つことが不

可欠である｡ 国際刑事裁判所の場合､ その独立

性は国連安保理との関係で問題となり得る｡ す

なわち規程上､ 安保理は､ 憲章７章の下での決

定により裁判所の捜査､ 訴追を停止することが

できる｡ 安保理が､ ７章の措置として ｢平和に

対する脅威｣ などの認定を行い､ 加盟国のとる

べき措置を勧告又は決定しているときは､ 裁判

所の捜査等がその妨げになる場合､ 安保理の行

動を優先させる趣旨である｡ 国連の平和維持機

能を重視するこの規定は､ 同時に､ 裁判所を政

治的考慮に基づいて行動する安保理の影響下に
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置くことを意味する｡ 裁判所の扱う重大犯罪の

多くは国際的又は国内的紛争に関わることで､

安保理の関心事項であることを考えれば､ 本規

定は裁判所の機能をかなり制限することになり

かねず､ その独立性の観点からは問題なしとし

ない｡ 安保理の裁判所に対するコントロールが

強く発揮されることになると､ 実質的に ｢国連

裁判所｣ 化することは避けられないと思われる｡

次に､ ｢補完性の原則｣ の下､ 裁判所の管轄

権は国内裁判所との関係で制約を受ける｡ 対象

犯罪に対して､ まず､ 国内裁判所が刑事管轄権

を行使することが義務づけられる｡ (前文６項)

その上で､ 国際刑事裁判所は各国の刑事裁判権

を補完する役割を担っている｡ 規程の目的は､ 重

大国際犯罪人が処罰されないまま放置されるのを

防ぐことであり､ それがどの裁判所で訴追される

かは､ 二次的な問題とも言える｡ そして､ 国際

刑事裁判所が超国家機関でない以上､ 国内裁判

所の役割をまず優先するのは､ 現実的な解決策

であり､ 多くの国の参加を得る方策でもあった｡

管轄権に関しては､ 規程の非締約国との関係

においても一定の制約を受ける｡ 裁判所が管轄

権を行使できないのは､ 犯罪地国および被疑者

国籍国がともに非締約国であり､ かつ裁判所の

管轄権行使を認めないときである｡ このような

ケースは稀であるように見えるかもしれないが､

実際には大きな問題となり得る｡ 何故なら､ 近

年､ 国内的紛争 (犯罪地国と被疑者国籍国が同一

である) に伴う人道犯罪が少なくないからであ

る｡ 国内的紛争では､ 当該国が非締約国の場合､

紛争後の政権交替がない限り､ 裁判所の管轄権

に同意する可能性は少ないし､ また､ 自ら国内

裁判所で訴追することは､ 到底期待できない｡

旧ユーゴ裁判所およびルワンダ裁判所は､ 国内

裁判所に対して優越する管轄権をもつために､

旧政府側責任者を訴追しているが､ それでも､

一部の起訴対象者の裁判所への引渡しは実現し

ていない｡ この問題の解決のためには､ 出来る

だけ多くの国を規程参加国に取り込むほかない｡

５ 日本の立場

日本は､ 規程作成交渉の最終段階で管轄権の

問題をめぐって交渉が難航した際､ 妥協案を提

案するなど､ 交渉妥結に向けて積極的役割を果

たしたと言われる｡(14) その立場は､ 最大多数の

諸国の参加を得て､ 裁判所が充分機能し得るよ

う､ 現実的立場に立っての調整努力を行ったも

のと理解される｡ そして､ 規程に賛成したわけ

であるが､ 日本は規程を署名､ 批准していない

ばかりか､ 今後速やかに加入の手続きがとられ

る見通しもない｡ 各国は､ 規程上の義務として､

規程に定める国際犯罪に対し国内刑事裁判権を

行使することが求められていると解釈され､ 規

程当事国としては､ そのために必要な国内法が

あることが望ましいとみられる｡ 日本の場合､

これに該当するのは､ まず､ ジュネーブ条約関

連である｡ 1949年のジュネーブ４条約は批准し

ているが､ 特に捕虜の扱い等､ 国内法が未整備

なものがある｡ 1977年のジュネーブ条約追加議

定書については､ 批准もしていない｡ ジェノサ

イド条約 (1948年) についても同様である｡ こ

のように､ 従来の国際人道法への取組みの遅れ

が国際刑事裁判所への参加の遅延を招く原因と

なっている｡

おわりに

2002年に独立国家となった東チモールでは､

2000年､東チモール国連暫定行政機構(UNTAET)

の管理下で､ 東チモールの住民投票前後の騒乱

状態で多発した虐殺など人道上の犯罪を裁くた

めの特別法廷が設けられた｡ (その設置法令では

犯罪構成要件などについて､ 国際刑事裁判所規程を

そのまま準用している｡) カンボジアでは､ 旧ポ

ルポト政権下での大量虐殺の責任者を訴追する

特別法廷を設置するための協議が､ カンボジア

政府と国連の間で続けられている｡ 人道犯罪な

どの重大犯罪の責任者を不問のまま放置しない

という流れは､ 国際的に定着しつつある｡ 国際
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刑事裁判所の設立もこの流れに沿ったものであ

るが､ 上記２例と異なるのは､ 常設の国際裁判

所という点である｡ (上述の２例はいずれも国内

法に基づく法廷) 主権国家の併存という状態に

ある国際社会の中で､ 国際的な公権力の行使に

相当する刑事裁判権を行使する国際刑事裁判所

に対して､ 不信感を抱く国があることは､ ある

程度理解できることである｡ 米国の対応に見ら

れるのは､ 政治的に悪用されるのではないかと

の懸念も含めて､ 将来の不確定さに関する懸念

が非常に強いことである｡ 旧ユーゴ裁判所､ ル

ワンダ裁判所と違って､ 不確定な将来の事態に

適用されるという不安感である｡ 国際刑事裁判

所がこの障害を乗り越えて機能するためには､

公正で､ 諸国の信頼を集めるような形で､ 活動

できるという実績を作ることが必要である｡ そ

のことによって､ すべての重要な国の参加を得

て普遍的な機関となれば､ 国際刑事裁判所は21

世紀の国際秩序の一端を担う重要な国際司法機

関となるであろう｡

注� 奴隷売買については､ コンゴーに関するベルリ

ン会議一般議定書 (1885年)､ ブラッセル奴隷禁止

条約 (1890年)､ ジュネーブ奴隷条約 (1926年) お

よび右条約を補足する条約 (1956年) が主要なも

のである｡ 麻薬取引については､ ハーグ国際アヘ

ン条約 (1912年)､ 麻薬に関する単一条約 (1961年)､

向精神薬に関する条約 (1971年)､ 麻薬及び向精神

薬の不正取引の防止に関する国連条約 (1985年)

などがある｡ 戦争法規違反については､ ハーグ陸

戦法規 (1907年)､ ジュネーブ諸条約 (1949年)､

右条約に対する追加議定書 (1977年) が主なもの

である｡ 国際テロ犯罪については､ ハイジャック

に関する東京条約およびハーグ条約 (1963年と1970

年) をはじめとして､ 12の条約が結ばれている｡

� ｢ニュルンベルグ諸原則｣ は1947年の国連総会決

議に基づき､ 1950年､ 国際法委員会が採択した｡

以下の項目を含む｡

① 国際法上の犯罪を行った者の刑事責任

② 国内法が刑罰を課していないことを理由とする

国際法上の刑事免責の不可

③ 国家元首もしくは責任のある国家機関として行

動したことを理由とする刑事免責の不可

④ 道徳的選択が可能な場合における上官命令抗弁

の不可

⑤ 法と事実に関して公平な裁判を受ける権利

⑥ 平和に対する罪､ 戦争犯罪､ 人道に対する罪の

可罰性

⑦ 上記犯罪を犯す共犯の可罰性

� 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所は､ 1993年５

月25日の安保理決議827に基づき､ オランダのハー

グに設置され､ 1991年以降の旧ユーゴスラビアに

おける重大な国際人道法違反に責任を有する個人

を訴追する｡ 2003年２月現在､ 81人を起訴､ うち

55人について審理中｡ ルワンダ国際刑事裁判所は､

1994年11月８日の安保理決議955に基づき､ タンザ

ニアのアルーシャに設置され､ 1994年１月１日か

ら12月31日までの間､ ルワンダで行われたジェノ

サイドおよびその他の国際人道法の重大な違反に

責任を有する個人および周辺国で同様の違反行為

を行ったルワンダ人を訴追する｡ 現在までに､ 70

人以上が起訴され (うち､ 60人以上が裁判所によ

り拘束)､ ７人の有罪､ １人の無罪が確定｡ いづれ

の国際裁判所も国内裁判所に対して優越する管轄

権を有する｡

� 規程８条２項�の掲げる26項目｡

① 文民に対する攻撃

② 民用物に対する攻撃

③ 人道援助活動又は平和維持活動の要員に対する

攻撃

④ 全体としての軍事的利益との比較において明ら

かに過剰な文民若しくは民用物の損害又は自然

環境の広範､ 長期的かつ深刻な損害が生じるこ

とを了知しての攻撃

⑤ 無防守かつ軍事的ではない都市に対する攻撃

⑥ 投降戦闘員の殺傷

⑦ 休戦旗､ 敵国旗若しくは国連旗等の不正使用に

よる人員の殺傷

⑧ 占領国による自国文民の被占領地への移送又は

被占領地住民の追放
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⑨ 軍事目標である場合を除く宗教､ 教育等の施設､

歴史的記念物､ 病院等に対する攻撃

⑩ 敵権力内にある者への医学的実験

⑪ 背信の行為による敵国人の殺傷

⑫ 助命拒否の宣言

⑬ やむを得ない場合を除く敵財産の破壊又は押収

⑭ 敵国民の権利･訴権の消滅､ 停止又は裁判上不

受理の宣言

⑮ 敵国民を強制してその本国に向けた作戦に参加

させること

⑯ 都市､ 地域の略奪

⑰ 毒又は毒を施した兵器の使用

⑱ 窒息性､ 毒性又は類似のガス､ 物質等の使用

⑲ ダムダム弾の使用

⑳ 過度の傷害又は不必要の苦痛を与える兵器又は

無差別的効果を有する兵器の使用

� 個人の尊厳に対する侵害

� 強姦等の性的暴力

� 特定の地点等が軍事活動の対象にならないよ

う文民等を利用すること

� ジュネーブ諸条約の保護標章を使用する建築

物､ 部隊および要員等に対する攻撃

� 生存に不可欠なものを奪うことにより文民を

餓死させること

� 児童の徴兵､ 敵対行為への参加のための使用

� 規程８条２項�の掲げる12の行為は､ ８条２項

	の①―③､ ⑨―⑬､ ⑯､ �､ �の11行為および

次の１項｡

⑧ 安全又は重大な軍事的理由が必要とする場合を

除く文民の移動命令


 安保理は､ 朝鮮戦争､ フォークランド紛争､ 湾

岸戦争等の原因となった事態について､ ｢平和の破

壊｣ と認定している｡ 伊藤哲朗 ｢テロリズム規制

における国際法｣ 『レファレンス』 617号､ 2002.６､

pp.23-24.

� 岡田泉 ｢国際刑事裁判所の管轄権｣ 『国際法外交

雑誌』 98巻５号､ 1999.12､ pp.87-90.

� 国際刑事裁判所の組織は､ 裁判所の運営に責任

を有する統括部､ 上訴裁判部､ 第１審裁判部およ

び予審裁判部から成る裁判部､ 非訟部分の運営に

あたる書記局および検事局から構成される｡ 裁判

官は18名で､ いずれかの裁判部に配属され､ その

中から所長および２名の副所長が任命される｡ こ

れらは任期８年で､ 締約国から選出され､ 少なく

とも､ ９名の刑事法の専門家および少なくとも､

５名の国際法の専門家を含む｡ 検察局は検察官､

次席検察官およびスタッフから成り､ 前２者は同

様に締約国により選出される｡

 自由権規約は､ 正式には､ ｢市民的及び政治的権

利に関する国際規約｣ であり､ Ｂ規約とも称せら

れる｡ 1966年､ 国連総会で採択され､ 1976年､ 発

効した｡ 個人の市民的､ 政治的諸権利の国際的保

障を定めている｡

� 国連ホームページ ＜http://www.un.org/law/

icc＞

� 『読売新聞』 2002.７.12.

� 『読売新聞』 2002.10.2.

� 『朝日新聞』 2002.８.17､ 『読売新聞』 2002.８.

23.

� 小和田 恆､ 芝原邦爾 ｢ローマ会議をふりかえっ

て｣ 『ジュリスト』 No.1146､ 1998.12.1､ p.22.
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